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平成２８年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

施設名 八尾市立総合体育館 

所在地 八尾市青山町三丁目５番２４号 

所管課 教育総務部生涯学習スポーツ課 

 

指定管理者 名 称 八尾体育振興会グループ 

代表者 公益財団法人八尾体育振興会 理事長 角倉 安和 

住 所 八尾市青山町三丁目５番２４号 

指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

施設の運営については、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、適切に行われており、

教育委員会との協議も、必要に応じて行われている。イベントなどの事業についても、幼児か

ら高齢者まで幅広い年齢層を対象としたスポーツ教室、乳幼児とその家族を対象とした地域す

くすく事業、障がい者スポーツの普及を目的とした車いすバスケットボール教室等が実施され

るとともに、スポーツを支える人の育成をめざし、指導者養成講習会を実施された。また、高

齢者や障がい者など、あらゆる利用者が利用しやすい環境整備についても取り組んでいる。 

 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

 ①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

  ・調査対象：施設利用者 

  ・調査時期：平成２８年１０月１日～１０月３１日 

  ・調査方法：施設内にアンケート用紙を設置するとともに、ホームページにも掲載 

・回答状況：有効回答数２４１件 

②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

 施設の総合的な評価では、満足、やや満足という肯定的な意見が９２．７％と施設利用者

の満足度は高い結果となっている。特に、スタッフの受付窓口等での親切な応対や安全への

配慮等についての評価が高くなっているが、一方で、更衣室等の清潔度、施設の快適性、施

設・備品の補修についての評価が低くなっている。 

Ａ 

 

２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

利用者数や稼働率を高めるため、広報活動について内容を充実させるなど利用促進に向けた

取り組みを積極的に行っている。また、スポーツの振興・普及活動として、市内コミュニティ

センターでのイベントの開催や市内小学校等へ指導者派遣を行うアウトリーチ活動を実施する

など、地域や関係機関との連携もとられている。 

Ａ 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 
評価結果 

 施設の維持管理について、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、利用者の安全・安

心確保を最優先にした施設の保守・清掃・警備・植栽管理等が適切に行われている。また、緊

急事態発生時の対処マニュアルが整備されており、緊急事態発生時や危険が予測される場合に、

直ちに措置を講じられる体制がとられている。経費の縮減についても、コストの推移を定期的

に確認するなど、コスト縮減に向けた取り組みが仕組みとして定着している。 

Ａ 
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４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 
評価結果 

 施設の運営に当たり、業務執行体制は適切で、労働関係法令など関係法令も遵守されており、 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を用いた研修など職員の資質や能力向上を図る研修も積極的に

行われている。また、団体の経営状況に問題はなく、指定管理料は独立した経理区分で適切に

管理されており、収支計画に沿った事業が実施されている。 

Ａ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

 市民のスポーツの振興を図り、健康の増進に寄与するという施設の設置目的を理解の上、関

連法規に従った管理運営を行っている。また、個人情報の管理も適切に行われており、ごみの

リサイクルなど環境に配慮した取り組みなど積極的に行われている。 
Ａ 

 

 

【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 82.5％（Ａ） 25 20.6 

２ 公の施設の効用発揮 84.2％（Ａ） 15 12.6 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 86.8％（Ａ） 35 30.4 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 84.6％（Ａ） 20 16.9 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 88.9％（Ａ） 5 4.4 

合計 100 84.9 

 
 

総合評価 Ａ 
 

【モニタリング内容の総括】  

条例・規則、協定書を遵守のうえ、業務仕様書の内容に則り業務を推進するとともに、教育委員会との連絡

調整についても必要に応じて行っている。また、事業内容についても、市民ニーズを意識しながら、ニーズの

高いものは継続・拡大して実施するとともに、新たな事業にも取り組んでいる。 

アンケートによる利用者の感想においても肯定的な意見が多く、受付の対応、施設の雰囲気、安全に対する

配慮などについての満足度が高いなど、概ね適正な運営がなされている。 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 
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■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％以上）

を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

 

  

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 
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平成２８年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

施設名 八尾市立山本球場 

所在地 八尾市山本町南七丁目９番１１号 

所管課 教育総務部生涯学習スポーツ課 

 

指定管理者 名 称 八尾体育振興会グループ 

代表者 公益財団法人八尾体育振興会 理事長 角倉 安和 

住 所 八尾市青山町三丁目５番２４号 

指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

施設の運営については、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、適切に行われており、

教育委員会との協議も、必要に応じて行われている。イベントなどの事業についても、元プロ

野球選手による小学生対象のこども軟式野球入門教室等が行われ、その内容に偏りなどなく、

計画から実施まで適切に行われている。 

 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

 ①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

  ・調査対象：施設利用者 

  ・調査時期：平成２８年１０月１日～１０月３１日 

  ・調査方法：施設内にアンケート用紙を設置するとともに、ホームページにも掲載 

・回答状況：有効回答数７４件 

②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

 施設の総合的な評価では、満足、やや満足という肯定的な意見が９０．５％と施設利用者

の満足度は高い結果となっている。特に、スタッフの受付窓口での親切な応対や安全への配

慮、施設の雰囲気、利便性等についての評価が高くなっている。 

Ａ 

 

２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

利用者数や稼働率を高めるため、広報活動について内容を充実させるなど利用促進に向けた

取り組みを積極的に行っている。スポーツの振興・普及活動として、中学生を対象とした施設

職場体験を受け入れるなど地域や関係機関との連携もとられている。また、利用者の少ない平

日への大会の誘致や夏季期間の使用時間延長など、市民スポーツの振興と収益の確保を図って

いる。 

Ａ 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 
評価結果 

 施設の維持管理について、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき、芝生・グラウンドの

管理や清掃等が適切に行われており、修繕についても、パッケージ型消火設備の修繕等、協定

書により指定管理者が実施する部分について適宜行われている。また、緊急事態発生時の対処

マニュアルが整備されており、緊急事態発生時や危険が予測される場合に、直ちに措置を講じ

られる体制がとられている。経費の縮減についても、コストの推移を定期的に確認するなど、

コスト縮減に向けた取り組みが仕組みとして定着している。 

Ａ 
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４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 
評価結果 

 施設の運営に当たり、業務執行体制は適切で、労働関係法令など関係法令も遵守されており、 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を用いた研修など職員の資質や能力向上を図る研修も積極的に

行われている。また、団体の経営状況に問題はなく、指定管理料は独立した経理区分で適切に

管理されており、収支計画に沿った事業が実施されている。 

Ａ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

 市民のスポーツの振興を図り、健康の増進に寄与するという施設の設置目的を理解の上、関

連法規に従った管理運営を行っている。また、個人情報の管理も適切に行われており、ごみの

リサイクルなど環境に配慮した取り組みなど積極的に行われている。 

Ａ 

 

 

【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 82.5％（Ａ） 25 20.6 

２ 公の施設の効用発揮 84.2％（Ａ） 15 12.6 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 86.8％（Ａ） 35 30.4 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 84.6％（Ａ） 20 16.9 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 88.9％（Ａ） 5 4.4 

合計 100 84.9 

 
 

総合評価 Ａ 
 

【モニタリング内容の総括】  

条例・規則、協定書を遵守のうえ、業務仕様書の内容に則り業務を推進するとともに、教育委員会との連絡

調整についても必要に応じて行っている。 

アンケートによる利用者の感想においても肯定的な意見が多く、施設の雰囲気や安全性、利便性、快適性等

についての満足度が高くなっており、適正な運営がなされている。 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 
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■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％以上）

を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 
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平成２８年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

施設名 八尾市立曙町市民運動広場・福万寺町市民運動広場・新家町市民運動広場 

所在地 八尾市曙町二丁目１１番地の４、福万寺町北四・五丁目地内、新家町五丁目地内 

所管課 教育総務部生涯学習スポーツ課 

 

指定管理者 名 称 八尾体育振興会グループ 

代表者 公益財団法人八尾体育振興会 理事長 角倉 安和 

住 所 八尾市青山町三丁目５番２４号 

指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

施設の運営については、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、適切に行われており、

教育委員会との協議も、必要に応じて行われている。イベントなどの事業についても、ソフト

ボール講習会＆指導者交流会、福万寺体育教室等が行われ、その内容に偏りなどなく、計画か

ら実施まで適切に行われている。 

 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

 ①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

  ・調査対象：施設利用者 

  ・調査時期：平成２８年１０月１日～１０月３１日 

  ・調査方法：施設内にアンケート用紙を設置するとともに、ホームページにも掲載 

・回答状況：有効回答数１８６件 

②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

 施設の総合的な評価では、満足、やや満足という肯定的な意見が９３．２％と施設利用者

の満足度は高い結果となっている。一方で、福万寺町市民運動広場ではトイレの整備に対す

る要望が多い。 

Ａ 

 

２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

利用者数や稼働率を高めるための取り組みが行われてはいるが、事業計画書の目標どおりの

利用実績をあげられていない。現状の分析を的確に行い、特に利用者の少ない平日の稼働率を

上げるなど、利用促進を図られたい。 
Ｂ 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 
評価結果 

 施設の維持管理について、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき、グラウンド整備、清

掃、植栽管理等が適切に行われており、修繕についても、福万寺町と曙町の門扉の修繕等、協

定書により指定管理者が実施する部分について適宜行われている。また、緊急事態発生時の対

処マニュアルが整備されており、緊急事態発生時や危険が予測される場合に、直ちに措置を講

じられる体制がとられている。経費の縮減についても、コストの推移を定期的に確認するなど、

コスト縮減に向けた取り組みが仕組みとして定着している。 

Ａ 
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４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 
評価結果 

 施設の運営に当たり、業務執行体制は適切で、労働関係法令など関係法令も遵守されており、 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を用いた研修など職員の資質や能力向上を図る研修も積極的に

行われている。また、団体の経営状況に問題はなく、指定管理料は独立した経理区分で適切に

管理されており、収支計画に沿った事業が実施されている。 

Ａ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

 市民のスポーツの振興を図り、健康の増進に寄与するという施設の設置目的を理解の上、関

連法規に従った管理運営を行っている。また、個人情報の管理も適切に行われており、ごみの

リサイクルなど環境に配慮した取り組みなど積極的に行われている。 

Ａ 

 

 

【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 82.5％（Ａ） 25 20.6 

２ 公の施設の効用発揮 73.7％（Ｂ） 15 11.1 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 86.8％（Ａ） 35 30.4 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 84.6％（Ａ） 20 16.9 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 88.9％（Ａ） 5 4.4 

合計 100 83.4 

 
 

総合評価 Ａ 
【モニタリング内容の総括】  

条例・規則、協定書を遵守のうえ、業務仕様書の内容に則り業務を推進しているとともに、教育委員会との

連絡調整についても必要に応じて行っている。 

管理運営にかかる収支については均衡が図れなかったが、アンケートによる利用者の感想においても肯定的

な意見が多く、特に職員の対応や施設の雰囲気、安全に対する配慮等についての満足度が高くなっており、適

正な運営がなされている。 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 



- 9 - 

 

■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％以上）

を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 



- 10 - 

 

平成２８年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

施設名 八尾市立小阪合テニス場・志紀テニス場 

所在地 八尾市小阪合町一丁目２番７号・志紀町西一丁目３番地 

所管課 教育総務部生涯学習スポーツ課 

 

指定管理者 名 称 八尾体育振興会グループ 

代表者 公益財団法人八尾体育振興会 理事長 角倉 安和 

住 所 八尾市青山町三丁目５番２４号 

指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

施設の運営については、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、適切に行われており、

教育委員会との協議も、必要に応じて行われている。イベントなどの事業についても、高齢者

対象のテニス講習会やミニゲーム等が行われ、その内容に偏りなどなく、計画から実施まで適

切に行われている。 

 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

 ①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

  ・調査対象：施設利用者 

  ・調査時期：平成２８年１０月１日～１０月３１日 

  ・調査方法：施設内にアンケート用紙を設置するとともに、ホームページにも掲載 

・回答状況：有効回答数７８件 

②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

 施設の総合的な評価では、満足、やや満足という肯定的な意見が９５．８％と施設利用者

の満足度は高い結果となっている。特に、スタッフの受付窓口での親切な応対や安全への配

慮についての評価が高くなっている。 

Ａ 

 

２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

利用者数や稼働率を高めるための取り組みが行われてはいるが、事業計画書の目標どおりの

利用実績をあげられていない。現状の分析を的確に行い、特に利用者の少ない平日の稼働率を

上げるなど、利用促進を図られたい。 
Ｂ 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 
評価結果 

 施設の維持管理について、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、植栽の管理やネッ

トの交換等適切に行われている。修繕についても、志紀テニス場の日よけアームの修繕等、協

定書により指定管理者が実施する部分について適宜行われている。また、緊急事態発生時の対

処マニュアルが整備されており、緊急事態発生時や危険が予測される場合に、直ちに措置を講

じられる体制がとられている。経費の縮減についても、コストの推移を定期的に確認するなど、

コスト縮減に向けた取り組みが仕組みとして定着している。 

Ａ 
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４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 
評価結果 

 施設の運営に当たり、業務執行体制は適切で、労働関係法令など関係法令も遵守されており、 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を用いた研修など職員の資質や能力向上を図る研修も積極的に

行われている。また、団体の経営状況に問題はなく、指定管理料は独立した経理区分で適切に

管理されており、収支計画に沿った事業が実施されている。 

Ａ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

 市民のスポーツの振興を図り、健康の増進に寄与するという施設の設置目的を理解の上、関

連法規に従った管理運営を行っている。また、個人情報の管理も適切に行われており、ごみの

リサイクルなど環境に配慮した取り組みなど積極的に行われている。 
Ａ 

 

 

【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 82.5％（Ａ） 25 20.6 

２ 公の施設の効用発揮 73.7％（Ｂ） 15 11.1 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 86.8％（Ａ） 35 30.4 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 84.6％（Ａ） 20 16.9 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 88.9％（Ａ） 5 4.4 

合計 100 83.4 

 
 

総合評価 Ａ 
【モニタリング内容の総括】  

条例・規則、協定書を遵守のうえ、業務仕様書の内容に則り業務を推進しているとともに、教育委員会との

連絡調整についても必要に応じて行っている。 

アンケートによる利用者の感想においても、肯定的な意見が多く、受付の対応や安全に対する配慮、施設の

清潔度等についての満足度が高くなっており、適正な運営がなされている。 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 
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■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％以上）

を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 
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平成２８年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

 

施設名 八尾市立屋内プール 

所在地 八尾市上尾町七丁目１番地の１７ 

所管課 教育総務部生涯学習スポーツ課 

 

指定管理者 

名 称 八尾体育振興会グループ 

代表者 公益財団法人八尾体育振興会 理事長 角倉 安和 

住 所 八尾市青山町三丁目５番２４号 

指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

施設の運営については、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、適切に行われており、

教育委員会との協議も、必要に応じて行われている。イベントなどの事業についても、内容に

偏りなどなく、計画から実施まで適切に行われている。また、施設内に意見箱を設置するなど、

利用者からの意見の集約にも努めており、利用者の意見・要望を施設の管理運営に反映させる

など、サービス向上に努めている。さらに、高齢者や障がい者など、あらゆる利用者が利用し

やすい環境整備についても取り組んでいる。 

 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

 ①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

  ・調査対象：施設利用者 

  ・調査時期：平成２８年１０月１日～１０月３１日 

  ・調査方法：施設内にアンケート用紙を設置するとともに、ホームページにも掲載 

・回答状況：有効回答数２３３件 

②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

 施設の総合的な評価では、満足、やや満足という肯定的な意見が９０．８％と施設利用者

の満足度は高い結果となっており、特にスタッフの挨拶や接客態度や指導力についての評価

が高くなっている一方で、施設の清掃に対する要望が見受けられる。 

Ａ 

 

２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

スポーツの振興・普及活動として、市内コミュニティセンターでの健康講座の開催や市内小

学校での水泳指導等を実施し、地域や関係機関との連携はとられている。また、利用者数や稼

働率を高めるための取り組みも行われてはいるが、事業計画書の目標どおりの利用実績をあげ

られていない。現状の分析を的確に行い、さらなる利用促進を図られたい。 

Ｂ 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 
評価結果 

 施設の維持管理について、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、利用者の安全・安

心確保を最優先にした施設の保守・清掃・警備・植栽管理等が適切に行われている。また、緊

急事態発生時の対処マニュアルが整備されており、緊急事態発生時や危険が予測される場合に、

直ちに措置を講じられる体制がとられている。経費の縮減についても、コストの推移を定期的

に確認するなど、コスト縮減に向けた取り組みが仕組みとして定着している。 

Ａ 
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４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 
評価結果 

 施設の運営に当たり、業務執行体制は適切で、労働関係法令など関係法令も遵守されており、 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を用いた研修など職員の資質や能力向上を図る研修も積極的に

行われている。また、団体の経営状況に問題はなく、指定管理料は独立した経理区分で適切に

管理されており、収支計画に沿った事業が実施されている。 

Ａ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

 市民のスポーツの振興を図り、健康の増進に寄与するという施設の設置目的を理解の上、関

連法規に従った管理運営を行っている。また、個人情報の管理も適切に行われており、ごみの

リサイクルなど環境に配慮した取り組みなど積極的に行われている。 

Ａ 

 

 

【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 85.0％（Ａ） 25 21.3 

２ 公の施設の効用発揮 78.9％（Ｂ） 10 7.9 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 86.8％（Ａ） 45 39.1 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 80.8％（Ａ） 15 12.1 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 88.9％（Ａ） 5 4.4 

合計 100 84.8 

 
 

総合評価 Ａ 
 

【モニタリング内容の総括】  

条例・規則、協定書を遵守のうえ、業務仕様書の内容に則り業務を推進するとともに、教育委員会との連絡

調整についても必要に応じて行っている。また、事業内容についても、市民ニーズを意識しながら、ニーズの

高いものは継続・拡大して実施するとともに、新たな事業にも取り組んでいる。 

アンケートによる利用者の感想においても肯定的な意見が多く、特に、スタッフの挨拶や接客態度、指導力

についての評価が高いなど、概ね適正な運営がなされている。 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 
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■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％以上）

を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 
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平成２８年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

設名 八尾市立南木の本防災体育館 

所在地 八尾市南木の本三丁目１番地の９ 

所管課 教育総務部生涯学習スポーツ課 

 

指定管理者 名 称 八尾体育振興会グループ 

代表者 公益財団法人八尾体育振興会 理事長 角倉 安和 

住 所 八尾市青山町三丁目５番２４号 

指定期間 平成２７年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日（４年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

施設の運営については、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、適切に行われており、

教育委員会との協議も、必要に応じて行われている。イベントなどの事業についても、内容に

偏りなどなく、計画から実施まで適切に行われている。また、窓口にコミュニケーション支援

ボードを設置し、高齢者や障がい者など、あらゆる利用者が利用しやすい環境整備についても

取り組んでいる。 

 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

 ①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

  ・調査対象：施設利用者 

  ・調査時期：平成２８年１０月１日～１０月３１日 

  ・調査方法：施設内にアンケート用紙を設置するとともに、ホームページにも掲載 

・回答状況：有効回答数１７７件 

②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

 施設の総合的な評価では、多くの利用者が「満足」、「やや満足」といった非常に高い満足

度を示しており、特に、職員の受付での挨拶や対応、接客態度についての評価が高くなって

いる。 

Ａ 

 

２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

利用者数や稼働率を高めるため、広報活動について内容を充実させるなど利用促進に向けた

取り組みを積極的に行っている。また、自主事業として、八尾市社会福祉協議会が実施する「災

害ボランティア運用訓練研修」への会場提供、近隣地域の自主防災訓練に対する開催支援や「防

火・防災展」等を実施するなど、地域や関係機関との連携もとられている。 

Ａ 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 
評価結果 

 施設の維持管理について、基本協定書、仕様書、事業計画書に基づいて、利用者の安全・安

心確保を最優先にした施設の保守・清掃・警備等が適切に行われている。また、緊急事態発生

時の対処マニュアルが整備されており、緊急事態発生時や危険が予測される場合に、直ちに措

置を講じられる体制がとられている。経費の縮減についても、コストの推移を定期的に確認す

るなど、コスト縮減に向けた取り組みが仕組みとして定着している。 

Ａ 
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４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 
評価結果 

 施設の運営に当たり、業務執行体制は適切で、労働関係法令など関係法令も遵守されており、 

避難所運営実習など職員の資質や能力向上を図る研修も積極的に行われている。また、団体の

経営状況に問題はなく、指定管理料は独立した経理区分で適切に管理されており、収支計画に

沿った事業が実施されている。 

Ａ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

 本市の防災力の向上を図るとともに、市民のスポーツ推進等を図り、もって市民の健康の増

進に寄与し、市民相互が交流を深めることを目的とした施設の設置目的を理解の上、関連法規

に従った管理運営を行っている。また、個人情報の管理も適切に行われており、ごみのリサイ

クルなど環境に配慮した取り組みなど積極的に行われている。 

Ａ 

 

 

【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 82.5％（Ａ） 30 24.8 

２ 公の施設の効用発揮 84.2％（Ａ） 15 12.6 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 86.8％（Ａ） 30 26.0 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 80.8％（Ａ） 15 12.1 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 88.9％（Ａ） 10 8.9 

合計 100 84.4 

 
 

総合評価 Ａ 
【モニタリング内容の総括】  

条例・規則、協定書を遵守のうえ、業務仕様書の内容に則り業務を推進しているとともに、教育委員会との

連絡調整についても必要に応じて行っている。また、事業内容についても、市との連携のもと、市民ニーズを

意識しながら、防災に関する取組みをはじめ、新たな事業に取り組んでいる。 

アンケートによる利用者の感想においても肯定的な意見が多く、受付の対応、スタッフの接客態度などにつ

いての満足度が高いなど、概ね適正な運営がなされている。 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 
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■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％以上）

を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

 

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 


